
 議案第１０号 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３１年２月４日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

墨田区立公園条例（昭和４０年墨田区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 前項に規定するもののほか、公募により自動販売機の設置の許可を受ける者を決

定した場合は、別表第４に定める使用料を当該許可を受けた者から徴収する。 

 第１２条第１項中「別表第４」を「別表第５」に改める。 

 第１５条中「別表第５」を「別表第６」に改める。 

 第１６条中「別表第６」を「別表第７」に改める。 

 別表第３ １土地の使用料の部中「９４２円」を「１，６９３円」に改め、同表 

２公園施設の使用料の部中「１４，４００円」を「１４，０００円」に改める。 

 別表第６を別表第７とし、別表第５を別表第６とする。 

 別表第４中「１，３７７円」を「１，５８３円」に、「６１２円」を「７０３円」

に、「１，０２０円」を「１，１７３円」に、「４０８円」を「４６９円」に、「７

２１円」を「８６５円」に、「３０６円」を「３５１円」に、「５１０円」を「５８

６円」に、「８２３円」を「９８７円」に、「８，１６０円」を「９，３６０円」に、

「１２，７５０円」を「１４，６２５円」に、「３４円」を「３９円」に改め、同表

を別表第５とし、別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４ 

 自動販売機の設置に係る使用料 

種      別 単      位 金      額 



   

自 動 販 売 機 １ 台 、 １ 月 

当該自動販売機による販

売物品に係る当該月ごと

の売上金額（消費税相当

額及び地方消費税相当額

を除く。）に、１００分

の５０を上限として区長

が別に定める割合を乗じ

て得た額 

 

   付 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第３及び別表第５の規定は、この条例の施行の日以

後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。 

 

（提案理由） 

 固定資産税に係る固定資産の評価替えに伴い、公園の土地の使用料等の上限額を改

定するほか、公募により自動販売機を設置する者を決定した場合の使用料について、

土地の使用料のほか、売上金額の一部を徴収することについて定める必要がある。 


